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31201 

鳥取県 

鳥取市 

 

〈立地企業に対する税制上の優遇措置等〉 

適用基準 

措置事項 措置範囲 適用期間 
投下固定資産額（万円超） 

従業員  

（人以上） 

過疎地域に立地する製造業、 情報サー

ビス業等、農林水産物等販売業、旅館

業、個人が行う水産業、畜産業 （資本金

に応じて、500、1,000、2,000） 

― 課税免除 固定資産税 

（直接事業の用に供してい

る部分 

（土地・建物・機械装置）） 

課税初年度

から 

３年度（※1） 

製造業等  （10,000） 

農林漁業関連業種 （5,000） 

― 課税免除 固定資産税 

（直接事業の用に供してい

る部分 

（土地・建物・構築物）） 

課税初年度

から 

３年度(※2) 

中小企業等経営強化法に規定する市の導入促進基本計

画に適合し、かつ労働生産性を年平均 3%以上向上させる

ものとして認定を受けた中小事業者等の先端設備等導入

計画に記載された一定の機械・装置等 

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率 5%

以上の投資計画に記載された①から④の設備 

課税標準額を 1/2 

とする 

（賃上げ方針を計 

画内に位置 

付けて従業員に 

表明した場合は 

1/3 とする。（※ 

3）） 

固定資産税 

（直接事業の用に供してい

る部分） 

① 機械・装置（160万円

以上） 

② 測定工具及び検査工

具（30万円以上） 

③ 器具備品（30万円以

上） 

④ 建物附属設備（60万

円以上） 

家屋と一体となって効用を果た

すものを除く 

課税初年度

から 

３年度 

※1 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、持続的発展計画に記載された対象区域内の対象業種に係

る資産で令和 6年 3月 31日までに取得したものに限る。 

※2 地域未来投資促進法の制度に伴うものであり、法第 24 条に規定する承認地域経済牽引計画に基づき、設備を新増設した

事業者に限る。また、鳥取県地域未来促進計画の同意の日（平成 29 年 9 月 29 日）から令和７年３月３１日までに取得した

ものに限る。 

※3 賃上げ認定を受けた場合、令和 5 年４月１日から年令和６年３月３１日までに取得されるもの：５年間、令和６年４月１日から

令和７年３月３１日までに取得しされるもの：４年間 
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〈補助金〉 

条例名・

制度名 

制定 

年月 
対象者 対象者の要件 対象地域 

交付条件 

補助対象

事業等 
補助額等 限度額 

鳥取市

企業立

地促進

補助金 

H14.9 

製造業 

道路貨物運送

業 

倉庫業 

梱包業 

植物工場 

自然科学研究

所 

職員教育施

設・支援業 

研究開発型事

業 

正規雇用者 10

人純増 

投資額 10億円

以上 

市内全域 

市内に事

業所を有

しない大

企業によ

る新増設

（※１） 

・投下固定資産額×10／100 

・初年度賃借料×50／100 

・鳥取市に本社を置く企業への

発注額（操業後３年間）×５／

1000（中小企業への発注の場

合、補助率 10／100） 

（※１のみ） 

２億円 

正規雇用者３人

純増 

投資額 3,000万

円以上 

市内に事

業所等を

有しない

中小企業

等による

新増設

（※１） 

正規雇用者 10

人純増 

投資額 10億円

以上 

市内に事

業所等を

有する大

企業によ

る新増設 

常用雇用者３人

純増 

投資額 3,000万

円以上 

市内に事

業所等を

有する中

小企業等

による新

増設 

雇用維持＋付

加価値額４％／

年の増加 

投資額 3,000万

円以上 

その他市長が

認める業種

（「因幡・但馬

麒麟のまち連

携中枢都市ビ

ジョン」におけ

る圏域全体の

経済成長のけ

ん引に向けた

課題解決に資

する事業で鳥

取市経済観光

部が所管する

事業） 

投資額１億円以

上 

市内に事

業所を有

しない大

企業・中

小企業等

による新

増設 

市内に事

業所等を

有する大

企業によ

る新増設 

投資額 3,000万

円以上 

市内に事

業所等を

有する中

小企業等

による新

増設 

ソフトウェア

業、デザイン

業若しくは機

正規雇用者５人

純増 

投資額 3,000万

円以上 

市内に事

業所を有

しない中

小企業等

による新
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械設計業 増設・大

企業によ

る新増設 

常用雇用者３人

純増 

投資額 3,000万

円以上 

市内に事

業所等を

有する中

小企業等

による新

増設 

情報処理・提

供サービス

業、インターネ

ット付随サー

ビス業又は※

コールセンタ

ー業 

常用雇用者 20

人純増 

投資額 3,000万

円以上 

新設・増

設 

※コール

センター

業につい

ては、過

去に本補

助金の指

定を受け

たことのあ

る企業に

限る。 

農業 

常用雇用者１人

純増 

投資額１億円以

上 

会社法人

が農業を

行うため

の新増設 

・投下固定資産額×10／100

（新市域で事業を行う場合、補

助率 20／100） 

・初年度賃借料×50／100（新

市域で事業を行う場合、補助率

100／100） 

主にデータセ

ンター事業の

用途に供する

施設等を建設

し、専らデータ

センター事業

者に対して賃

貸する事業を

行う事業者 

雇用要件なし 

投下固定資産

額 10億円以上 

データセ

ンターの

新設・増

設 

投下固定資産額×１／10 

主にデータセ

ンター事業の

用途に供する

施設等を自ら

が所有して行

常用雇用者３人

純増 

投下固定資産

額 10億円以上 
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うデータセンタ

ー事業を行う

事業者 

データセンタ

ー事業の用途

に供する施設

等を賃借して

行うデータセ

ンター事業を

行う事業者 

常用雇用者２人

純増 

投下固定資産

額５億円以上 

（ただし、償却資

産に限る） 

投下固定資産額×１／10 

（ただし、償却資産に限る。） 

鳥取市

情報通

信関連

企業立

地促進

補助金 

H15.12 自然科学研究

所、ソフトウェ

ア業、デザイ

ン業、機械設

計業、インタ

ーネット付随

サービス業又

は研究開発型

事業を営む事

業者 

新規常用雇用 

者数５人以上 

市内全域 

情報通信

関連企業

のオフィス

を設置し、

又は事業

を拡張す

ることによ

り、雇用を

創出する

事業 

・借室料×１/６ 

１年間

あたり

500万

円（最

大５年

間まで） 

情報処理・提

供サービス業

を営む事業者 

新規常用雇用

者数 20人以上 

１年間

あたり

1,000

万円

（最大５

年間ま

で） 

市外から市内

へのオフィス

移転（本社機

能の一部移転

を含む。）・新

設を行う事業

者 

（１）指定申請日

時点で本市内

にオフィスを設

置していないこ

と（事業計画に

ついて市が事前

に内諾している

場合を除く。）。 

（２）交付申請日

時点で雇用者

数が２名以上い

ること。 

小規模な

オフィスを

本市内に

移転・新

設する事

業 

借室料×1/4 

１年間

あたり

200万

円（最

大２年

間まで） 
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（１）指定申請日

時点で本市内

にオフィスを設

置していないこ

と（事業計画に

ついて市が事前

に内諾している

場合を除く。）。 

（２）交付申請日

時点で雇用者

数が５名以上い

ること。 

中規模以

上のオフ

ィスを本市

内に移

転・新設

する事業 

１年間

あたり

500万

円（最

大５年

間まで） 

 

 

〈融資〉 

条例名・

制度名 

制定

年月 
対象者 対象者の要件 対象地域 

融資条件 

融資対象

事業等 
融資額等 限度額 

鳥 取 市

企 業 立

地 促 進

資 金 融

資制度 

H18.4 次に掲げるい

ずれかの認定

を受けた事業

を実施する企

業 

 ア  鳥取県

産業成長応援

条例施行要綱

（産業成長事

業（成長・規模

拡 大 ス テ ー

ジ））第１６条

第１項の規定

による事業認

定 

イ  鳥取県産

業成長応援条

例施行要綱

（産業成長事

業（一般投資

支援））第１３

【運転資金】 

要件なし 

市内全域 認定事業

の実施に

必要な人

件費 、 そ

の他操業

に必要な

経費 

○融資利率（変動金利） 

 信用保証なし 年１．６８パー

セント以内 

 信用保証あり 年１．４３パー

セント以内 

○融資期間 

 運転資金 10 年（据置２年）

以内 

 設備資金 15 年（据置２年）

以内 

１億円 

【設備資金】 

＜製造業、道路

貨物運送業＞ 

○投資額 20 億

円未満 

次のいずれかを

満たすこと。 

（１）常用雇用者

数が３人以上増

加すること。 

（２）次に掲げる

要件を全て満た

すこと。 

ア 常用雇用者

認定事業

の実施に

必要な土

地 、建物

及び償却

資産の取

得に要す

る経費 

融 資 対

象経費 

又は 10

億 円 の

いずれか

低い額 
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条第１項の規

定による事業

認定 

ウ  鳥取県産

業成長応援条

例施行要綱

（次世代ソフト

ウェア産業等

創出事業）第

１１条第１項の

規定による事

業認定 

数が事業主都合

により減少して

いないこと。 

イ 新増設事業

の完了の日を含

む年度の前年度

とその前年度を

比較した付加価

値額等の伸び率

が１年で 100 分

の４以上となるこ

と。 

【設備資金】 

＜製造業、道路

貨物運送業＞ 

○投資額 20 億

円以上 

常用雇用者数が

30 人以上増加

すること。 

   15億円 

【設備資金】 

＜製造業、道路

貨物運送業＞ 

○投資額 70 億

円以上 

常用雇用者数が

50 人以上増加

すること。 

30億円 

【設備資金】 

＜製造業、道路

貨物運送業＞ 

○投資額 140億

円以上 

常用雇用者数が

100 人以上増加

すること。 

50億円 
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【設備資金】 

＜製造業、道路

貨物運送業以

外＞ 

○投資額 － 

次のいずれかを

満たすこと。 

（１）常用雇用者

数が３人以上増

加すること。 

（２）次に掲げる

要件を全て満た

すこと。 

ア 常用雇用者

数が事業主都合

により減少して

いないこと。 

イ 新増設事業

の完了の日を含

む年度の前年度

とその前年度を

比較した付加価

値額等の伸び率

が１年で 100 分

の４以上となるこ

と。 

融 資 対

象経費 

又は２億

円 の い

ず れ か

低い額 

 

【設備資金】 

＜製造業、道路

貨物運送業以

外＞ 

○投資額２．５億

円以上 

５億円未満 

常用雇用者数が

10 人以上増加

すること。 

３億円 

【設備資金】 

＜製造業、道路

貨物運送業以

外＞ 

４億円 
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○投資額５億円

以上 

常用雇用者数が

15 人以上増加

すること。 

【設備資金】 

＜製造業、道路

貨物運送業以

外＞ 

○投資額 － 

次のいずれかを

満たすこと。 

（１）常用雇用者

数が３人以上増

加すること。 

（２）次に掲げる

要件を全て満た

すこと。 

ア 常用雇用者

数が事業主都合

により減少して

いないこと。 

イ 新増設事業

の完了の日を含

む年度の前年度

とその前年度を

比較した付加価

値額等の伸び率

が１年で 100 分

の４以上となるこ

と。 

認定事業

の実施に

必要な土

地 、建物

及び償却

資産の賃

借 料 （ 融

資対象期

間は 、 事

業開始か

ら１年間） 

融 資 対

象経費 

又は３千

万 円 の

いずれか

低い額 
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31202 

鳥取県 

米子市 

 

〈立地企業に対する税制上の優遇措置等〉 

適用基準 
措置事項 措置範囲 適用期間 

投下固定資本額（万円以上） 従業員   （人以上） 

※ 

製造業          10,000 

内､農林水産関連業種    5,000 

― 課税免除 

固定資産税 

（土地、家屋、

構築物） 

課税初年度から

３年間 

米子流通業務団地及び崎津アミューズメ

ント施設進出企業 

金額の規定なし 

― 課税免除 

固定資産税 

（土地、家屋、

償却資産） 

３年間 

※「地域経済牽引事業促進法」に定められた課税免除の規定に該当する企業立地 

【課税免除対象施設】 

（ア）当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物（当該施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除

く。） 

 ○家屋については、対象となる部分の延べ床面積が対象施設全体（共用部分は除く）の延べ床面積の２分の１以上を占めるも

の。 

 ○構築物については、対象となる部分の取得価額がその構築物全体の取得価額の２分の１以上を占めるもの。 

（イ）敷地である土地（同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に

家屋又は構築物の建設の着手したものに限る。） 

（ウ）かつ、上記、家屋、構築物、土地の取得価額が１億円（農林漁業及びこれに関連する製造業は５，０００万円）を超えるもの。 

【対象施設の適用期間】 

 地域経済牽引事業促進法第４条第６項の規定による同意の日から起算して５年内に設置された施設 

 （「鳥取県基本計画」の計画期間である平成２９年９月２９日（国同意の日）から令和６年度末まで） 

 

 

〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉 

条例名 制定年月 対象者の要件 内    容 

米子市企業立地

促進補助金交付

要綱 

H11.1 ■対象業種…製造業及びこれに類する事業、

道路貨物運送業、自然科学研究所、情報処

理・提供サービス業、事務管理業務、職員教

育施設・支援業、コンテンツ関連事業並びに

ソフトウェア業、 デザイン業、機械設計業等

の研究開発型事 

■立地場所…市内の工業団地､工場適地､工

業地域、工業専用地域、その他市長が適当

補助金 

 

○投下固定資産額 

(1)投下固定資産額×5％ 

（新規進出、本社機能移転による加算あり） 

(2)初年度リース料×50％ 

※上限額 1 億円。新規進出、本社機能移

転、土地取得が伴う場合は上限 2億円 
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と認める地域  

  ■要件 

(1)雇用 

中小企業：1人以上 

大企業：3人又は 5人以上 

(2)投資額 

中小企業：3，000万円以上 

大企業：1億円以上 

 

米子市情報通信

及び事務管理関

連企業立地促進

補助金 

H26.4 ■対象業種…情報処理・提供サービス業、コ

ールセンター業務、事務管理業務、ソフトウ

ェア業、デザイン・機械設計業又はインター

ネット附随サービス業に属する事業 

■立地場所…市内全域 

■要件 

＜企業立地事業補助金＞ 

(1)雇用：20人以上（短時間労働者を含む） 

(2)投資額：3，000万円以上 

＜情報通信関連雇用事業補助金＞ 

(1)雇用：５以上（短時間労働者を含む） 

補助金 

 

＜企業立地事業補助金＞ 

(1)投下固定資産額×15％ 

(2)初年度リース料×50％ 

※上限額 1 億円。誘致企業であって、か

つ、新規事業所を建設する場合は２億円。 

＜情報通信関連雇用事業補助金＞ 

(1)事業所の借室料×1／6 （５年間） 

※上限額 1,000 万円／年。 

米子市企業立地

促進融資制度 

H17.4 ■対象業種 

①製造業、電気業、ガス業、道路貨物運送業、

倉庫業、こん包業、卸売業 

②ソフトウエア業、デザイン業、機械設計業、自

然科学研究所、研究開発型企業 

■立地場所…工業団地、工場適地、工業地

域、工業専用地域など 

■要件 

・新増設の場合 新規雇用者 10 人以上（②の

業種は５人以上） 

・移転する場合 投資額１億円以上（②の業種

は除く） 

■対象経費 

土地､建物、償却資産の取得費（②の業種は、

施設、設備の賃借料も対象）、運転資金、人

融資 

 

○限度額 

設備資金 

最高 50 億円（②のソフトウエア業等の業種

は、４億円） 

運転資金の場合は１億円 

※対象施設の取得額、雇用増の要件によ

って限度額を設定 

○利率（H28.4.１現在） 

年 1.68％（保証付年 1.43％）以内（変動金

利） 

※保証付の場合は、別途 0.45～1.45％の

保証料が必要 

○期間 
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件費及びその他操業に必要な経費 設備資金 15年（据置期間２年）以内 

運転資金 10年（据置期間２年）以内 

その他は、金融機関の定めによる。 
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31203 

鳥取県 

倉吉市  

 

〈立地企業に対する税制上の優遇措置等〉 

適用基準 
措置事項 措置範囲 適用期間 

投下固定資本額（万円以上） 従業員（人以上） 

製造業等      10,000 

（農林漁業関連業  5,000） 

― 課税免除 固定資産税 課税初年度から３

年度(※) 

※地域未来投資促進法の制度に伴うものであり、鳥取県知事から計画の承認を受けた事業者に限る。 

          3,800 

（中小企業     1,900） 

     10 

（中小企業 ５） 

不均一課税 固定資産税 課税初年度から３

年度(※) 

※地域再生法の制度に伴うものであり、鳥取県知事から計画の承認を受けた事業者に限る。 

中小企業 機械装置      160 

     工具・器具備品    30 

     建物附属設備     60 

（平成 30年度から令和２年度導入分） 

― 課税免除 固定資産税 
課税初年度から３

年度(※) 

※生産性向上特別措置法の制度に伴うものであり、倉吉市長から計画の承認を受けた事業者に限る。 

 

 

〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉 

条例名 制定年月 対象者の要件 内    容 

倉吉市企業

立地促進事

業助成規則 

H26.2 ①製造業、その他市長が地域

経済の活性化に寄与すると認

める事業 

ア 投資額が 10 億円を超え、か

つ増加常時雇用労働者数が

10人以上 

イ 投資額が１億円を超え、かつ

増加常時雇用労働者数が５

人以上 

ウ 投資額が 5,000万円を超え、

かつ増加常時雇用労働者数

が３人以上 

エ 投資額が 3,000万円を超え、

かつ増加常時雇用労働者数

が３人以上(常用雇用労働者

数 30人未満の企業に限る) 

 

 

 

 

ア 投下固定資産額×３％ 

  限度額 3,000万円 

 

イ 投下固定資産額×３％ 

  限度額 1,500万円 

 

ウ･エ  

  投下固定資産額×３％ 

  限度額  300万円 

 

 

 

 

 

【特認事項】 

本市地域経済の発展に寄与

し、①本社機能移転、②国内

回帰、③成長戦略分野、④新

分野展開、⑤製造等拠点集

約、⑥著しい雇用増の、いず

れかに該当すると市長が認め

る場合は、投下固定資産額の

２％を限度に加算することがで

きる。加算後の補助金の限度

額は１億円とする。 
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②自然科学研究所、ソフトウェア

業、機械設計業、デザイン

業、研究開発型企業 

ア 投資額が 3,000万円を超え、

かつ増加常時雇用労働者数

が 10人以上 

イ 投資額が 3,000 万円を超え、

かつ増加常時雇用労働者数

が５人以上 

 

③情報処理･提供サービス業 

ア 投資額が 3,000万円を超え、

かつ増加常時雇用労働者数

が 20 人（パートタイム含む）以

上 

 

 

 

 

 

ア 投下固定資産額×３％ 

  限度額 3,000万円 

 

イ 投下固定資産額×３％ 

  限度額 1,500万円 

 

 

 

ア 投下固定資産額×３％ 

  限度額  600万円 

○市長が適当と認める土地にお

いて埋蔵文化財調査を実施

した場合 

○調査費×３％ 

限度額 300万円 

倉吉市企業

立地促進資

金融資制度 

S62.7 ○地方公共団体等が造成した

工業団地、工場適地、農工地

区、都市法の工業・工専地域、

その他市長があらかじめ選定し

た土地 

○次の業種を営むこと 

製造業、ソフトウェア業、機械

設計業、デザイン業、自然科

学研究所、道路貨物運送業等 

○新増設の場合、製造業等は

新規雇用が 10 人以上（県内中

小企業は３人以上）、ソフトウェ

ア業等は新規雇用５人以上 

○移転の場合、投資額が１億円

以上 

○融資実行日から３年以内に操

業を開始すること 

○市税を滞納していないもの 

○融資対象経費 

・地方税法第 341条に規定する土地、建物及び償却資産の取得

に要する経費 

・事業の用に供した日から１年間の地方税法第 341 条に規定す

る土地、建物及び償却資産に係る賃借料 

○限度額 

設備資金 最高 50億円 

運転資金 最高１億円 

※対象施設の取得額、雇用増の要件によって限度額を設定 

○利率 

保証なし 年 1.68％以内（変動） 

保証あり 年 1.43％以内（変動） 

⇒ 信用保証料 年 0.45～1.45％ 

○融資期間 

・設備資金 15年（据置２年）以内 

・運転資金 10年（据置２年）以内 
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31204 

鳥取県 

境港市  

 

〈立地企業に対する税制上の優遇措置等〉 

適用基準 
措置事項 措置範囲 適用期間 

投下固定資本額（万円以上） 従業員（人以上） 

＜ア＞      10,000 新規雇用者 

（市内在住者）７ 

 ※純増人数 

課税免除 固定資産税 

５年間 

限度額１年度に

つき１億円 

＜イ＞       5,000 新規雇用者 

（市内在住者）４ 

 ※純増人数 

課税免除 固定資産税 

４年間 

限度額１年度に

つき１億円 

＜ウ＞       3,000 新規雇用者 

（市内在住者）２ 

 ※純増人数 

課税免除 固定資産税 

３年間 

限度額１年度に

つき１億円 

 

 

〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉 

条例名 制定年月 対象者の要件 内    容 

境港市企業立地促

進補助金交付要綱 

S61.4 境港竹内工業団地で工場等を営む企業の

うち、次の各要件を満たすもの 

○境港竹内工業団地の用地を取得又は賃

借し操業したもの 

○新規常用雇用者山陰両県３人以上 

 うち市内１人以上 

○環境の保全に適切な措置が講じられてい

ること 

補助金 

○補助率 操業開始時における投下固

定資産に対する固定資産税相当額を３

か年に分割して交付 

（初年度 40/100、２年度・３年度各

30/100） 

境港市工場立地促

進補助金交付要綱 

H3.4 次の要件を満たす工場（製造業等）を営む

企業 

○新規常用雇用者山陰両県３人以上 

 うち市内１人以上 

○環境の保全に適切な措置が講じられてい

ること 

補助金 

○補助率 操業開始時における投下固

定資産に対する固定資産税相当額を３

か年に分割して交付 

（初年度 40/100、２年度・３年度各

30/100） 

境港市夕日ヶ丘地区

小売業立地促進補

助金 

H26.10 夕日ヶ丘地区で小売業（店舗面積 1,000 ㎡

超）を営み、かつ、大規模小売店舗立地法

（平成 10年法律第 91号）に基づく届出を行

う企業のうち、次の各要件を満たすもの 

○境港夕日ヶ丘地区の用地を取得又は賃

補助金 

○補助率 操業開始時における投下固

定資産に対する固定資産税相当額を３

か年に分割して交付 

（初年度 40/100、２年度・３年度各
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借し操業したもの 

○新規常用雇用者山陰両県３人以上 

 うち市内１人以上 

○周辺住民の生活環境の保全に適切な措

置が講じられていること 

30/100） 

境港市企業立地の促

進及び雇用の拡大に

関する条例 

H20.10  ＜ア＞ 

 投下固定資産総額 １億円以上 

 新規雇用者（市内在住者） 

７人以上 

   ※純増人数 

企業立地支援補助金 

○投下固定資産総額の 5/100 

○限度額１億円 

※固定資産税の課税免除との併用不可 

雇用促進奨励金 

○市内在住の新規雇用者１人につき

100万円 

○限度額１億円 

＜イ＞ 

 投下固定資産総額 ５千万円以上 

 新規雇用者（市内在住者） 

４人以上 

   ※純増人数 

雇用促進奨励金 

○市内在住の新規雇用者１人につき 50

万円 

○限度額１億円 

＜ウ＞ 

 投下固定資産総額 ３千万円以上 

新規雇用者（市内在住者） 

２人以上 

   ※純増人数 

雇用促進奨励金 

○市内在住の新規雇用者１人につき 30

万円 

○限度額１億円 

境港市産業成長応

援資金（大型投資）

制度 

H18.4 〇次に掲げるいずれかの認定を受けた事業

を実施する企業であること 

（１）鳥取県産業成長応援条例施行要綱（成

長・規模拡大ステージ）第 16 条第１項の

規定による事業認定 

（２）鳥取県産業成長応援条例施行要綱（一

般投資支援）第 13 条第１項の規定による

事業認定 

（３）鳥取県産業成長応援条例施行要綱（次

世代ソフトウェア産業等創出事業）第 11

条第１項の規定による事業認定 

○市税及び県税を滞納していないもの 

○融資対象経費 

・設備資金（認定事業の実施に必要

な土地、建物及び償却資産の取得

に必要な経費） 

・運転資金（認定事業の実施に必要

な人件費、その他操業に必要な経

費） 

○限度額 

設備資金 最高 50億円 

運転資金 最高１億円 

※必要経費額、業種、雇用増の要件に

よって限度額が変わってきます。 

○利率（変動金利） 

信用保証なし 年 1.68％以内 

信用保証あり 年 1.43％以内 

〇保証料率 
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0.45～1.45％ 

○融資期間 

設備資金 15年（据置２年）以内 

運転資金 10年（据置２年）以内 
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31302 

鳥取県 

岩美町  

 

〈立地企業に対する税制上の優遇措置等〉 

適用基準 
措置事項 措置範囲 適用期間 

投下固定資本額（万円以上） 従業員（人以上） 

企業立地促進法に基づく ― 課税免除 固定資産税 ３年間 

 

 

〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉 

条例名 制定年月 対象者の要件 内    容 

岩美町企業立地促

進補助金 

H26.10 ○設備投資額 1,000万円以上 

○新規常用雇用者 １名以上（町内在住

者） 

・投下固定資産額×10％ 

限度額 1,000万円 

・増加した新規常用雇用者×（25～50 万

円） 

 限度額 500 万円 
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31325 

鳥取県 

若桜町 

 

〈立地企業に対する税制上の優遇措置等〉 

適用基準 
措置事項 措置範囲 適用期間 

投下固定資本額（万円以上） 従業員（人以上） 

製造業、旅館業、農林水産物等販 

売業、情報サービス業等（資本金に

応じて 500、1,000、2,000） 
― 課税免除 

固定資産税 

（直接事業の用

に供している部

分。 

土地・家屋・機械

装置） 

課税初年度から

３年度 

 

 

〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉 

条例名 制定年月 対象者の要件 内    容 

若桜町企業立地促

進補助金交付要綱 

H25.6 ≪町外事業者≫ 

○設備投資額 3,000万円以上 

○新規常用雇用者 ２名以上（町内在住者） 

 

 

 

 

≪町内事業者≫ 

○設備投資額 1,000万円以上 

○新規常用雇用者 ２名以上（町内在住者） 

≪町外事業者≫ 

・投下固定資産額×3％ 

限度額 300万円 

・正規雇用者×30万円 

非正規雇用者×10万円 

 限度額 300万円 

 

≪町内事業者≫ 

・投下固定資産額×10％ 

限度額 100万円 

・正規雇用者×30万円 

非正規雇用者×10万円 

 限度額 300万円 
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31328 

鳥取県 

智頭町  

 

〈立地企業に対する税制上の優遇措置等〉 

適用基準 
措置事項 措置範囲 適用期間 

投下固定資本額（万円以上） 従業員（人以上） 

3,000 1 課税免除 固定資産税 ３年間 
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31329 

鳥取県 

八頭町 

 

〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉 

条例名 制定年月 対象者の要件 内    容 

八頭町企業立地促

進条例 

H19.12 次の要件を満たすもの 

①投下固定資産額が 500 万円を超

え、かつ新規常用雇用者数（空き公

共施設等への立地の場合は、２名

以上の新規常用雇用者を含む新規

短時間労働者の合計）が３人以上９

人以下 

②投下固定資産額が 500 万円を超

え、かつ新規常用雇用者数（空き公

共施設等への立地の場合は、２名

以上の新規常用雇用者を含む新規

短時間労働者の合計）が 10人以上 

③①又は②を満たし、かつ投下固

定資産額が１億円を超えるもの 

奨励金 

○投下固定資産等に係る額 

（1）対象者要件①の場合 

100万円 

（2）対象者要件②の場合 

新規常用雇用者数が 10 人目から１人につき

10万円を乗じて得た額に 100万円を加算した額

とし、限度額は 200 万円とする 

（３）対象者要件③の場合 

①（1）又は②（2）の額に加えて、投下固定資

産額に 100 分の２を乗じて得た額を上限に、予

算の範囲内で加算する。 

○固定資産税に係る額 投下固定資産に係る

固定資産税相当額×1/2の額 

○年度ごとに交付し、３年を限度とする 
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31364 

鳥取県 

三朝町  

 

〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉 

条例名 制定年月 対象者の要件 内    容 

三朝町工場設置奨

励条例 

S45.12 ○町内に工場を新設又は増設する企業 

で次のいづれかに該当する工場 

 ①投資額 500万円以上 

 ②常時使用する従業員数 10人以上 

※増設の場合は、増設の部分に対し適用 

奨励金 

 固定資産に対して、新たに賦課され

た固定資産税（３か年を限度） 
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31370 

鳥取県 

湯梨浜町  

 

〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉 

条例名 制定年月 対象者の要件 内    容 

湯梨浜町企業立地

促進条例 

H25.4 ○施設を新設し、次のいずれかの要件

を満たすこと 

 

ア 

(1)事業所の新設のための投資額が

3,000万円以上 

(2)新規常用雇用者数が 10名以上 

 

イ 

(1)事業所の新設のための投資額が

3,000万円以上 

(2)新規常用雇用者数が４名以上９名以

下 

 

ウ 

・事業所の新設のための投資額が 3,000

万円以上 

 

エ 

(1)指定の申請の日以前から本町に住所

を有する方 

(2)事業所の新設のための投資額が

1,000万円以上 

(3)新規常用雇用者数が１名以上 

 

オ 

(1)指定の申請の日以前から本町に住所

を有する方 

(2)事業所の新設のための投資額が

1,000万円以上 

奨励金 

○固定資産税額の範囲内（３カ年）で 1年度

の上限額 1,000 万円 

 

ア 新たに賦課された固定資産税の額以内 

 

 

 

イ 新たに賦課された固定資産税の額に３

分の２の割合を乗じて得た額以内 

 

 

 

 

ウ 新たに賦課された固定資産税の額に２

分の１の割合を乗じて得た額以内 

 

 

エ 新たに賦課された固定資産税の額以内 

 

 

 

 

 

 

オ 新たに賦課された固定資産税の額に２

分の１の割合を乗じて得た額以内 
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31371 

鳥取県 

琴浦町  

 

〈立地企業に対する税制上の優遇措置等〉 

適用基準 
措置事項 措置範囲 適用期間 

投下固定資本額（万円以上） 従業員（人以上） 

3,000  ３  課税免除 固定資産税 ３年間 

(1 )本町経済の健全な発展と町民生活の福祉向上に寄与すると、

町長が認めたもの。  

(2 )本町商工会等公共的団体に加入している又は加入すること。  

※従業員とは、工場等を新設又は増設した後に雇い入れられた

次に掲げる要件にいずれも該当するものとする。  

 ア  雇用期間の定めのない者  

 イ  雇用保険の被保険者である者  

 ウ  １週間の所要労働時間が 30 時間以上で  

  ある者  
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31372 

鳥取県 

北栄町 

 

〈立地企業に対する税制上の優遇措置等〉 

適用基準 
措置事項 措置範囲 適用期間 

投下固定資本額（万円以上） 従業員（人以上） 

地域経済牽引事業の承認を受

けた者      10,000 

― 課税免除 固定資産税 課税初年度から３年度 

(※２) 

上記のうち農業の場合 

          5,000 

― 課税免除 固定資産税 課税初年度から３年度 

(※２) 

地域未来法の制度に伴うものであり、法第 14 条に基づく承認地域経済牽引事業計画を提出し、企業立地を行う事業者に限る。

また、鳥取県地域未来投資促進基本計画の同意の日から５年以内に取得したものに限る 

 

 

〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉 

条例名 制定年月 対象者の要件 内    容 

北栄町企業立地及

び雇用促進条例 

R2.1 次の要件を満たすもの 

○投下固定資産額 300万円以上 

○環境保全について適切な措置が講じられ

るものであること 

○賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出

納帳、総勘定元帳等を備え付け、町の要請に

より提出する事業主であること 

奨励金 

新規常用雇用者数１人当たり 30万円（限度

額 600 万円）＋投下固定資産に係る固定

資産税相当額（３カ年を限度） 
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31384 

鳥取県 

日吉津村 

 

〈立地企業に対する税制上の優遇措置等〉 

適用基準 
措置事項 措置範囲 適用期間 

投下固定資本額    （万円以上） 従業員  （人以上） 

日吉津村地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に

関する条例第２条に規定する家屋若しくは構築物又は当該家屋若しく

は構築物の敷地となる土地 

課税免除 固定資産税 ３年間 

中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた先端設備等導入計画

により導入された機械機具等 
課税免除 固定資産税 

３年間 or４年間

or５年間 
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31386 

鳥取県 

大山町  

 

〈立地企業に対する税制上の優遇措置等〉 

適用基準 
措置事項 措置範囲 適用期間 

投下固定資本額（万円以上） 従業員（人以上） 

製造業、情報サービス業等、農林

水産物等販売業、旅館業  （資本

金に応じて、500、1,000、2,000） 

― 課税免除 固定資産税 ３年度間 
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31389 

鳥取県 

南部町   

 

〈立地企業に対する税制上の優遇措置等〉 

適用基準 措置事項 措置範囲 適用期間 

「南部町地域経済牽引事業の促進区域における固定資産税の課

税免除に関する条例」第２条に基づく家屋若しくは構築物又は敷地

である土地 

課税免除 固定資産税 ３年間 

生産性特別措置法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けた

先端設備 

課税標準の軽減 固定資産税 ３年間 

詳しくはこちら（生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について） 

 

 

〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉 

条例名 制定年月 対象者の要件 内    容 

南部町工場設置奨

励条例 

H16.10 工場の新築又は増設部分について 

○設備資金 1,000万円以上 

○常時雇用する従業員数 30人以上 

奨励金 

○固定資産税相当額の範囲内 

（３年間） 

 

  

http://www.town.nanbu.tottori.jp/admin/kikakuseisakuka/g758/
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31390 

鳥取県 

伯耆町 

 

〈立地企業に対する税制上の優遇措置等〉 

市町村名 
適用基準 

措置事項 措置範囲 適用期間 
投下固定資本額（万円以上） 従業員（人以上） 

伯耆町 

（一部） 

過疎地域に立地する製造業、 

情報サービス業等、農林水産

物等販売業、旅館業 （資本金

に応じて、500、1,000、2,000） 

― 課税免除 固定資産税 

（直接製造の

用に供してい

る部分 

（土地・建物・

機械装置）） 

課税初年度か

ら３年度（※1） 

※1 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、持続的発展計画に記載された対象区域内の対象業種に係

る資産で令和 6年 3月 31日までに取得したものに限る。 

 

 

〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉 

市町村名 条例名 制定年月 対象者の要件 内    容 

伯耆町 伯 耆 町

企 業 等

立 地 促

進条例 

H19.4 ○製造業、情報処

理・提供サービス業、

ソフトウェア業、デザイ

ン・機械設計業、情報

通信技術利用業、自

然科学研究所その他

産業の高度化に寄与

する業種及び書籍小

売業、衣服小売業 

 

○町内に新設又は増設した企

業 

○操業時に住民の新規常時雇

用が 1 人以上（又は一定の要

件を満たす事業者） 

○土地を除く投資額が 1,000万

円超 

企業等立地奨励金 

○固定資産税相当額の 1/2の

金額を 3年間交付 

○町内の土地を取得又は賃借

して新設又は増設した企業 

○操業開始後３年目に６月以

上勤務する住民の新規常時雇

用が２人以上（増設は１人以

上） 

雇用促進奨励金 

○50万円/人 

○工業団地に土地を賃貸した

企業 

○契約後２年以内に操業 

○事業用借地権を設定 

○賃貸期間 10 年以上 20 年以

内 

○保証金（分譲価格×３％）が

必要 

土地減額貸付 

○土地を除く投資額が３億円

以上 

 ・５年間無料、６年目から分譲

価格の 1.5％（年額） 

○土地を除く投資額が１億円

以上 

 ・分譲価格の 2.5％（年額） 
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○土地を除く投資額が 2,000

万円以上 

 ・分譲価格の 3.5％（年額） 

伯 耆 町

企 業 誘

致 埋 蔵

文 化 財

発 掘 調

査 費 補

助 金 交

付要綱 

H20.4.1 【対象者】新設又は増設に係る土地について、埋蔵文化

財発掘調査が必要となった事業者 

【条件】 

○投下固定資産額３億円以上 

○補助金交付年度の翌年度から起算して３年度以内に

整備を完了（事業者が製造業以外の企業等又は県内に

既に事業所を有する企業等にあっては、新設又は増設

に係る土地を購入する場合には購入に要する額を、当

該土地を賃借する場合には賃借契約期間内に支払う賃

借料の総額を投下固定資産に加算した額が３億円以上

であること。） 

埋蔵文化財発掘調査に要した

費用を補助（投下固定資産額

の３％相当額と 2,000万円のい

ずれか低い額を上限とする） 
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31401 

鳥取県 

日南町  

 

〈立地企業に対する税制上の優遇措置等〉 

適用基準 
措置事項 措置範囲 適用期間 

投下固定資本額（万円以上） 従業員（人以上） 

投資額        5,000 ３ 
課税免除又は補

助金 

固定資産税 

(補助金の場合は

同税相当額） 

３年間 
投資額         2,000 ２ 

工場用住宅の新設  
課税免除又は補

助金 

固定資産税 

(補助金の場合は

同税相当額) 

５年間 

 

 

〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉 

条例名 制定年月 対象者の要件 内    容 

日南町企業立地奨

励条例 

H1.6 ○町内において、製造業、自然科

学研究所、ソフトウェア業、デザイン

業、機械設計業、研究開発型事業

又は産業の振興が図られると町長

が認める工場又は事業所の新設又

は増設等企業規模の拡大を図る者 

（適用基準業種等） 

１、製造業  

投下資本額 5,000万円以上、 

２、自然科学研究所・ソフト 

ウェア業・デザイン業・機械設計業・

研究開発型事業 

投下資本額 2,000万円以上    

○工場等の土地を取得 

取得した土地の価格の 50％以内（上限 2,000万

円） 

（土地取得後３年以内に操業） 

○工場等の用地を賃貸 

賃貸料の 50％以内、上限 20万円以内・５年間 

○施設等の貸与 

 設備投資額 1,000 万円以上、常時雇用３人以

上 

①町有に係る工場建物及び土地を、期間と使用

料を定めて貸与する 

②貸与期間 20年以内とし更新することができる 

③使用料 土地原価、建物償却費などを考慮し

て定める 

便宜供与 

①公共水道 町水道よりの供給 

②道路 工場用地までの進入道路新設 

③下排水路 用地交渉等の協力 

④情報通信設備 情報通信設備の整備 
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日南町チャレンジ企

業支援補助金 

H17.7 ○日南町内で起業、新製品の開

発、経営改善等をおこなう事業者を

支援し、地域産業の活性化を図るこ

とを目的とする者 

次の①、②の要件をみたす者 ①、

補助事業完了年度から事業等を３

年以上継続 

②、①の事業継続期間中に１名以

上の新規常用雇用又は補助金額以

上の売上げが見込まれること。 

○対象となる経費 

調査研究費・製品の販売拡大にかかる経費・建

物の建築及び改修費・構築物の設置及び改修

費・機械及び装置の購入費・工具、器具及び備

品の購入費（一品取得額 20万円以上） 

〇起業・事業承継 

対象経費の１／２以内、上限 200 万円・下限 10

万円） 

〇新製品開発 

対象経費の１／２以内、上限 50万円・下限 10万

円） 

〇経営改善 

対象経費の１／２以内、上限 100 万円・下限 10

万円） 
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31402 

鳥取県 

日野町  

 

〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉 

条例名 制定年月 対象者の要件 内    容 

日野町工場設置奨

励条例 

S37.1 ○投下固定資本額 

設備資金額 500万円以上 

○雇用従業者数 50人以上 

奨励金 

○固定資産税相当額の範囲内 

（３年間） 
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31403 

鳥取県 

江府町  

 

〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉 

条例名 制定年月 対象者の要件 内    容 

江府町工場設置奨

励条例 

H15.3 当該工場が江府町における産業の開発振

興に寄与すると町長が認めたもの 

(1)当該工場の投資額 500 万円超、かつ、

常時雇用従業員数５人超 

(2)当該工場を拡大するための投資額 500

万円超 

奨励金 

○当該工場(拡充の場合はその増加分)

に対してその年度に賦課された固定資産

税相当額を限度とし、毎年町長が定める 

○交付時期 最初に固定資産税が賦課

された年度から３年間 

ただし、事業の性質又は経営状態若し

くは町の財政事情によりその期間を短

縮することができる 
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